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（２) 利用時間 

施設区分 利 用 時 間 

宿泊 
午後 4時から翌日の午前 10時まで(2泊以上する場合は、

入所する日の午後 4 時から退所する日の午前 10 時まで)宿泊室 

休憩 午前 11 時から午後 3 時まで 

研修室、児童遊戯室

及び機能回復訓練室 
午前 9 時 15 分から午後 9 時まで 

 

（３）休館日 

年末年始（12月29日～1月3日）、施設点検日（原則として毎月最終火曜日）、資源

循環局都筑工場施設点検日 

 

（４）利用料金 

ア 利用料金の設定 

指定管理者は、横浜市が条例で規定する額の範囲内で、市長の承認を得て設定する。 

＜第10条第２項別表抜粋＞ 

障害者及び介護人 その他の者 

区分／利用者 6歳以上13

歳未満の者

13歳以上の

者 

6歳以上13

歳未満の者 

13歳以上の

者 

休憩 １回につき 500円 600円 900円 1,200円

宿泊 １泊につき  1,700円 2,200円 3,000円  4,500円

研修室等 無料 

食事 別途定める 

 

イ 利用料金の減免 

条例・規則に定められた減免基準が適用される利用については、利用料を減免するも

のとする。 

 

 （５）受付業務（フロント業務） 

ア 業務の内容 

受付の主な業務は、利用者の事前の利用申請および当日の利用受付であり、利用料金

の徴収や予約システム登録手続きも受付業務に含まれる。 

また、館内施設の案内、予約状況の案内、その他種々の情報案内、利用に関する利用

者との種々の打ち合わせ等の役割を担う。 

 なお、受付は全職員が対応できるよう、宿泊、休憩、研修の利用基準等を共有する。 

 

イ 業務内容の詳細 

・電話および来館による予約状況および空室状況の案内 

・施設の種々の情報案内 

・電話および来館による利用申請の受付ならびに利用許可書・利用受付書の交付 

・利用者との打合せおよび確認（利用者の人数、障害の有無、食事の内容、ミキサー

食等再調理の有無と程度、使用・撤去する備品、その他留意すること） 

・利用料金の徴収および領収書の発行 

・施設見学の案内 

・ビデオの貸し出しおよび返却確認 

・研修室等の利用後の確認 

・備品の貸し出しと返却の確認 
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